
土木工事品質管理基準　新旧対照表

工種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工種 種別
試験区

分
試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121
JIS A 5005

○

粗骨材のすりへり試験 JIS A 1121
JIS A 5005

○

諸基準類
の改定に
伴う

砂の有機不純物試験 JIS A ll05 濃い場合は、JIS A 1142
「有機不純物を含む細骨材
のモルタル圧縮強度による
試験方法」による。

○

砂の有機不純物試験 JIS A ll05 濃い場合は、JIS A 1142
「有機不純物を含む細骨材
のモルタル圧縮強度による
試験方法」による。

○

諸基準類
の改定に
伴う

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A l122
JIS A 5005

寒冷地で凍結のおそれのあ
る地点に適用する。

○

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A l122
JIS A 5005

寒冷地で凍結のおそれのあ
る地点に適用する。

○

諸基準類
の改定に
伴う

上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308
附属書C

上水道を使用している場合
は試験に換え、上水道を使
用していることを示す資料
による確認を行う。

○

上水道水及び上水道水
以外の水の場合：
JIS A 5308
附属書ＪC

上水道を使用している場合
は試験に換え、上水道を使
用していることを示す資料
による確認を行う。

○

JIS改定
諸基準の
表記に合
わせる

回収水の場合：
JIS A 5308
附属書C

その原水は、上水道水及び
上水道水以外の水の規定に
適合するものとする。

○

回収水の場合：
JIS A 5308
附属書ＪC

その原水は、上水道水及び
上水道水以外の水の規定に
適合するものとする。

○

JIS改定
諸基準の
表記に合
わせる

練混ぜ水の水質試験 練混ぜ水の水質試験懸濁物質の量：2g／ℓ以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／ℓ
以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始
発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7
及び28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回／
年以上及び水質が変わった場
合。

懸濁物質の量：2g／ℓ以下
溶解性蒸発残留物の量：1g／ℓ
以下
塩化物イオン量：200㎎／ℓ 以
下
セメントの凝結時間の差：始
発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7
及び28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回以
上／12か月及び水質が変わっ
た場合。

工事開始前、工事中１回以上
／12か月及び産地が変わった
場合。
ただし、砂利の場合は、工事
開始前、工事中１回/月以上及
び産地が変わった場合。

標準色より淡いこと。濃い場
合でも圧縮強度比が90％以上
の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回／年
以上及び産地が変わった場
合。

標準色より淡いこと。濃い場
合でも圧縮強度比が90％以上
の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回以上
／12か月及び産地が変わった
場合。

砕石　40％以下
砂利　35％以下
舗装コンクリートは35％以下
ただし、積雪寒冷地の舗装コ
ンクリートの場合は25％以下

工事開始前、工事中１回／年
以上及び産地が変わった場
合。
ただし、砂利の場合は、工事
開始前、工事中１回/月以上及
び産地が変わった場合。

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：
工事開始前、工事中１回／6ヶ
月以上 及び産地が変わった場
合。
砕砂、砕石：
工事開始前、工事中1回／年以
上及び産地が変わった場合。
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現行（令和５年12月） 改正（令和６年９月）

改定理由

規　格　値 試験基準 規　格　値 試験基準
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材

料

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：
工事開始前、工事中１回以上
／12か月 及び産地が変わった
場合。
砕砂、砕石：
工事開始前、工事中1回以上／
12か月及び産地が変わった場
合。

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始
発は30分以内、終結は60分以
内
モルタルの圧縮強度比：材齢7
及び28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回/年
以上及び水質が変わった場
合。
スラッジ水の濃度は1回／日

塩化物イオン量：200㎎／ℓ 以
下
セメントの凝結時間の差：始
発は30分以内、終結は60分以
内
モルタルの圧縮強度比：材齢7
及び28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回以
上／12か月及び水質が変わっ
た場合。
スラッジ水の濃度は1回／日

砕石　40％以下
砂利　35％以下
舗装コンクリートは35％以下
ただし、積雪寒冷地の舗装コ
ンクリートの場合は25％以下
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土木工事品質管理基準　新旧対照表
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現行（令和５年12月） 改正（令和６年９月）

改定理由

規　格　値 試験基準 規　格　値 試験基準

バッチミキサの場合：
JIS A 1119
JIS A 8603-1
JIS A 8603-2

○

バッチミキサの場合：
JIS A 1119
JIS A 8603-1
JIS A 8603-2

○

諸基準類
の改定に
伴う
誤植

連続ミキサの場合：
土木学会基準
JSCE‐Ｉ 502

○

連続ミキサの場合：

○

諸基準類
の改定に
伴う

施

工

必

須

塩化物総量規制 レディーミクストコン
クリート取扱基準によ
る。

・小規模工種※で１工種当
りの総使用量が50㎥未満の
場合は１工種１回以上。ま
た、レディーミクストコン
クリート工場（JISマーク表
示認証工場）の品質明書等
のみとすることができる。1
工種当たりの総使用量が
50m3以上の場合は、50m3ご
とに1回の試験を行う。
・骨材に海砂を使用する場
合は、「海砂の塩化物イオ
ン含有率試験方法」（JSCE
‐C502-2018,503-2018）又
は設計図書の規定により行
う。
・用心鉄筋等を有さない無
筋構造物の場合は省略でき
る。
小規模工種とは前記※①と
同

施

工

必

須

塩化物総量規制 レディーミクストコン
クリート取扱基準によ
る。

・小規模工種※で１工種当
りの総使用量が50㎥未満の
場合は１工種１回以上。ま
た、レディーミクストコン
クリート工場（JISマーク表
示認証工場）の品質明書等
のみとすることができる。1
工種当たりの総使用量が
50m3以上の場合は、50m3ご
とに1回の試験を行う。
・骨材に海砂を使用する場
合は、「海砂の塩化物イオ
ン含有率試験方法」（JSCE
‐C502-2023,503-2023）又
は設計図書の規定により行
う。
・用心鉄筋等を有さない無
筋構造物の場合は省略でき
る。
小規模工種とは前記※①と
同

JSCE基準
改定
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・小規模工種※で１工種当
りの総使用量が50m3未満の
場合は、１工種１回以上。
またはレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク
表示認証工場）の品質証明
書等のみとすることができ
る。

※小規模工種とは、以下の
工種を除く工種とする。
（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁
上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ1m以
上）、函渠工、樋門、樋
管、水門、水路（内幅2.0m
以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その
他これらに類する工種及び
特記仕様書で指定された工
種）
1工種当たりの総使用量が
50m3以上の場合は、50m3ご
とに1回の試験を行う。※①

・小規模工種※で１工種当
りの総使用量が50m3未満の
場合は、１工種２回以上。
またはレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク
表示認証工場）の品質証明
書等のみとすることができ
る。

※小規模工種とは、以下の
工種を除く工種とする。
（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁
上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ1m以
上）、函渠工、樋門、樋
管、水門、水路（内幅2.0m
以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その
他これらに類する工種及び
特記仕様書で指定された工
種）
1工種当たりの総使用量が
50m3以上の場合は、50m3ご
とに1回の試験を行う。※①
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ミキサの練混ぜ性能試
験

製

造
（

プ

ラ

ン

ト
）

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
コンクリート中のモルタル量
の偏差率：0.8％以下
コンクリート内の粗骨材料の
偏差率：5％以下
圧縮強度の偏差率：7.5%以下
コンクリート内空気量の偏差
率：10%以下
コンシステンシー（スラン
プ）の偏差率：15%以下

工事開始前及び工事中１回／
年以上

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
コンクリート中のモルタル量
の偏差率：0.8％以下
コンクリート内の粗骨材料の
偏差率：5％以下
圧縮強度の偏差率：7.5%以下
コンクリート内空気量の偏差
率：10%以下
コンシステンシー（スラン
プ）の偏差率：15%以下

工事開始前及び工事中１回以
上／12か月
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ミキサの練混ぜ性能試
験

コンクリート中のモルタル単
位容積質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材
料の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3cm以下

工事開始前及び工事中１回／
年以上

コンクリート中のモルタル単
位容積質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材
料の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3cm以下

工事開始前及び工事中１回以
上／12か月

原則0.3kg/㎥以下 コンクリートの打設が午前と
午後にまたがる場合は、午前
に１回コンクリート打設前に
行い、その試験結果が塩化物
総量の規制値の１／２以下の
場合は、午後の試験を省略す
ることができる。（１回の測
定回数は３試料とする）試験
の判定は３試料の測定値の平
均値とする。

原則0.3kg/㎥以下 コンクリートの打設が午前と
午後にまたがる場合は、午前
に１回コンクリート打設前に
行い、その試験結果が塩化物
総量の規制値の１／２以下の
場合は、午後の試験を省略す
ることができる。（１回の測
定回数は３試料とする）試験
の判定は３試料の測定値の平
均値とする。
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施

工

必

須

ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験 JIS A llO8 小規模工種※で１工種当り
の総使用量が50㎥未満の場
合は、１工種１回以上。ま
たはレディーミクストコン
クリート工場（JISマーク表
示認証工場）の品質証明書
等のみとすることができ
る。
1工種当たりの総使用量が
50m3以上の場合は、50m3ご
とに1回の試験を行う。

※小規模工種とは、以下の
工種を除く工種とする。
（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁
上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ1m以
上）、函渠工、樋門、樋
管、水門、水路（内幅2.0m
以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その
他これらに類する工種及び
特記仕様書で指定された工
種）
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施

工

必

須

コンクリートの圧縮強
度試験

JIS A llO8 小規模工種※で１工種当り
の総使用量が50㎥未満の場
合は、１工種１回以上。ま
たはレディーミクストコン
クリート工場（JISマーク表
示認証工場）の品質証明書
等のみとすることができ
る。
1工種当たりの総使用量が
50m3以上の場合は、50m3ご
とに1回の試験を行う。

※小規模工種とは、以下の
工種を除く工種とする。
（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁
上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ1m以
上）、函渠工、樋門、樋
管、水門、水路（内幅2.0m
以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その
他これらに類する工種及び
特記仕様書で指定された工
種）

JIS改正１個の測定結果は指定した呼
び強度の85％以上であるこ
と。
３個の試験結果の平均値は、
指定した呼び強度比以上であ
ること。
（1回の試験結果は、3個の供
試体の試験値の平均値）

・荷卸し時
１回／日以上、構造物の重要
度と工事の規模に応じて20m3
～150m3ごとに１回
なお、テストピースは打設場
所で採取し、１回につき６個
（σ７…３個、σ28…３個）
とする。
・早強セメントを使用する場
合には、必要に応じて1回につ
き3個（σ３）を追加で採取す
る。

※打設量が小規模の場合は別
紙「日当たり打設量が小規模
となるﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの品質
管理基準」による。

１個の測定結果は指定した呼
び強度の85％以上であるこ
と。
３個の試験結果の平均値は、
指定した呼び強度比以上であ
ること。
（1回の試験結果は、3個の供
試体の試験値の平均値）

・荷卸し時または、工場出荷
時に運搬車から採取した試料
１回／日以上、構造物の重要
度と工事の規模に応じて20m3
～150m3ごとに１回
なお、テストピースは打設場
所で採取し、１回につき６個
（σ７…３個、σ28…３個）
とする。
・早強セメントを使用する場
合には、必要に応じて1回につ
き3個（σ３）を追加で採取す
る。
※打設量が小規模の場合は別
紙「日当たり打設量が小規模
となるﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの品質
管理基準」による。
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土木工事品質管理基準　新旧対照表

工種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工種 種別
試験区

分
試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

現行（令和５年12月） 改正（令和６年９月）

改定理由

規　格　値 試験基準 規　格　値 試験基準

上水道水及び上水道水
以外の場合：
JIS A 5308
付属書C

上水道を使用している場合
は試験に換え、上水道を使
用していることを示す資料
による確認を行う。

○

上水道水及び上水道水
以外の場合：
JIS A 5308
付属書ＪC

上水道を使用している場合
は試験に換え、上水道を使
用していることを示す資料
による確認を行う。

○

JIS改定
諸基準の
表記に合
わせる

回収水の場合：
JIS A 5308
付属書C

その原水は上水道水及び上
水道水以外の水の規定に適
合するものとする。

○

回収水の場合：
JIS A 5308
付属書ＪC

その原水は上水道水及び上
水道水以外の水の規定に適
合するものとする。

○

JIS改定
諸基準の
表記に合
わせる

バッチミキサの場合：
JIS A ll19
JIS A 8603-1
JIS A 8603-2

・総使用量が50m3未満の場
合は１回以上。または、レ
ディーミクストコンクリー
ト工場（JISマーク表示認証
工場）の品質証明書等のみ
とすることができる。

○

バッチミキサの場合：
JIS A ll19
JIS A 8603-1
JIS A 8603-2

・総使用量が50m3未満の場
合は１回以上。または、レ
ディーミクストコンクリー
ト工場（JISマーク表示認証
工場）の品質証明書等のみ
とすることができる。

○

諸基準の
改定に伴
う

連続ミキサの場合:
土木学会基準
JSCE-Ⅰ502-2013

・総使用量が50m3未満の場
合は１工種１回以上。また
は、レディーミクストコン
クリート工場（JISマーク表
示認証工場）の品質証明書
等のみとすることができ
る。 ○

連続ミキサの場合:
土木学会基準
JSCE-Ⅰ502-2013

・総使用量が50m3未満の場
合は１工種１回以上。また
は、レディーミクストコン
クリート工場（JISマーク表
示認証工場）の品質証明書
等のみとすることができ
る。 ○

諸基準の
改定に伴
う
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コンクリート中のモルタル単
位容積質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材
量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3cm以下

コンクリート中のモルタル単
位容積質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材
量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3cm以下

工事開始前及び工事中１回/年
以上。

工事開始前及び工事中１回以
上/12か月。

塩化物イオン量：200㎎/ℓ 以
下
セメントの凝結時間の差：始
発は30分以内、終結は60分以
内
モルタルの圧縮強度比：材齢7
及び28日で90％以上

工事開始前、工事中１回以上
/12か月及び水質が変った場
合。
スラッジ水の濃度は１回／日

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
コンクリート内のモルタルの
偏差率：0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量
の偏差率：5％以下
圧縮強度の偏差率：7.5%以下
コンクリート中の空気量の偏
差率：10%以下
　コンシステンシー（スラン
プ）の偏差率：15%以下

工事開始前及び工事中１回/年
以上。

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
コンクリート内のモルタルの
偏差率：0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量
の偏差率：5％以下
圧縮強度の偏差率：7.5%以下
コンクリート中の空気量の偏
差率：10%以下
　コンシステンシー（スラン
プ）の偏差率：15%以下

工事開始前及び工事中１回以
上/12か月。

練混ぜ水の水質試験 懸濁物質の量：2g/ℓ以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/ℓ
以下
塩化物イオン量：200㎎/ℓ 以
下
セメントの凝結時間の差：始
発は30分以内、終結は60分以
内
モルタルの圧縮強度比：材齢7
及び28日で90％以上

工事開始前、工事中１回以上
/12か月及び水質が変った場
合。

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始
発は30分以内、終結は60分以
内
モルタルの圧縮強度比：材齢7
及び28日で90％以上

工事開始前、工事中１回/年以
上及び水質が変った場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

ミキサの練混ぜ性能試
験

ミキサの練混ぜ性能試
験

練混ぜ水の水質試験 懸濁物質の量：2g/ℓ以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/ℓ
以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始
発は30分以内、終結は60分以
内
モルタルの圧縮強度比：材齢7
及び28日で90％以上

工事開始前、工事中１回/年以
上及び水質が変った場合。
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土木工事品質管理基準　新旧対照表

工種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工種 種別
試験区

分
試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

現行（令和５年12月） 改正（令和６年９月）

改定理由

規　格　値 試験基準 規　格　値 試験基準

砂の有機不純物試験 JIS A ll05 ・濃い場合は、JIS A 1142
「有機不純物を含む細骨材
のモルタル圧縮強度による
試験方法」による。

○

砂の有機不純物試験 JIS A ll05 ・濃い場合は、JIS A 1142
「有機不純物を含む細骨材
のモルタル圧縮強度による
試験方法」による。

○

諸基準の
改定に伴
う

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

○

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

○

諸基準の
改定に伴
う

上水道及び上水道以外
の水の場合：
JIS A 5308附属書C

上水道を使用している場合
は試験に換え、上水道を使
用してることを示す資料に
よる確認を行う。

○

上水道及び上水道以外
の水の場合：
JIS A 5308附属書ＪC

上水道を使用している場合
は試験に換え、上水道を使
用してることを示す資料に
よる確認を行う。

○

JIS改定
諸基準の
表記に合
わせる

回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

その原水は、上水道水及び
上水道水以外の水の規定に
適合するものとする。

○

回収水の場合：
JIS A 5308附属書ＪC

その原水は、上水道水及び
上水道水以外の水の規定に
適合するものとする。

○

JIS改定
諸基準の
表記に合
わせる

塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始
発は30分以内、終結は60分以
内
モルタルの圧縮強度比：材齢7
及び28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回／
年以上及び水質が変わった場
合。
スラッジ水の濃度は１回／日

塩化物イオン量：200㎎/ℓ 以
下
セメントの凝結時間の差：始
発は30分以内、終結は60分以
内
モルタルの圧縮強度比：材齢7
及び28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回以
上／12か月及び水質が変わっ
た場合。
スラッジ水の濃度は１回／日
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懸濁物質の量：2g/ℓ以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/ℓ
以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始
発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7
及び28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回／
年以上及び水質が変わった場
合。

標準色より淡いこと。濃い場
合でも圧縮強度比が90％以上
の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回／年
以上及び産地が変わった場
合。

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：
工事開始前、工事中１回／年
以上及び産地が変わった場
合。
砕砂、砕石：
工事開始前、工事中1回／年以
上及び産地が変わった場合。
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練混ぜ水の水質試験 練混ぜ水の水質試験
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懸濁物質の量：2g/ℓ以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/ℓ
以下
塩化物イオン量：200㎎/ℓ 以
下
セメントの凝結時間の差：始
発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7
及び28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回以
上／12か月及び水質が変わっ
た場合。

標準色より淡いこと。濃い場
合でも圧縮強度比が90％以上
の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回以上
/12か月及び産地が変わった場
合。

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：
工事開始前、工事中１回以上
/12か月及び産地が変わった場
合。
砕砂、砕石：
工事開始前、工事中1回以上
/12か月及び産地が変わった場
合。
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土木工事品質管理基準　新旧対照表

工種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工種 種別
試験区

分
試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

現行（令和５年12月） 改正（令和６年９月）

改定理由

規　格　値 試験基準 規　格　値 試験基準

バッチミキサの場合：
JIS A ll19
JIS A 8603-1
JIS A 8603-2

・小規模工種※で１工種当
りの総使用量が50m3未満の
場合は１工種１回以上。ま
た、レディーミクストコン
クリート工場（JISマーク表
示認証工場）の品質証明書
等のみとすることができ
る。
※小規模工種とは、以下の
工種を除く工種とする。
（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁
上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ1m以
上）、函渠工、樋門、樋
管、水門、水路（内幅2.0m
以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その
他これらに類する工種及び
特記仕様書で指定された工
種）

○

バッチミキサの場合：
JIS A ll19
JIS A 8603-1
JIS A 8603-2

○

諸基準の
改定に伴
う

連続ミキサの場合：
土木学会基準
JSCE -Ⅰ502-2013

○

連続ミキサの場合：
土木学会基準
JSCE -Ⅰ502-2013

○

諸基準の
改定に伴
う

そ

の

他

塩化物総量規制 レディーミクストコン
クリート取扱基準によ
る。

・小規模工種※で１工種当
りの総使用量が50㎥未満の
場合は１工種１回以上の試
験。またはレディーミクス
トコンクリート工場（JIS
マーク表示認証工場）の品
質証明書等のみとすること
ができる。
1工種当たりの総使用量が
50m3以上の場合は、50m3ご
とに1回の試験を行う。
・骨材に海砂を使用する場
合は、「海砂の塩化物イオ
ン含有率試験方法」（JSCE
－C502-2018,503-2018）ま
たは設計図書の規定により
行う。
・用心鉄筋等を有さない無
筋構造物の場合は省略でき
る。
※小規模工種については、
上記と同様

そ

の

他

塩化物総量規制 レディーミクストコン
クリート取扱基準によ
る。

・小規模工種※で１工種当
りの総使用量が50㎥未満の
場合は１工種１回以上の試
験。またはレディーミクス
トコンクリート工場（JIS
マーク表示認証工場）の品
質証明書等のみとすること
ができる。
1工種当たりの総使用量が
50m3以上の場合は、50m3ご
とに1回の試験を行う。
・骨材に海砂を使用する場
合は、「海砂の塩化物イオ
ン含有率試験方法」（JSCE
－C502-2023,503-2023）ま
たは設計図書の規定により
行う。
・用心鉄筋等を有さない無
筋構造物の場合は省略でき
る。
※小規模工種については、
上記と同様

JSCE基準
改定

必

須

コンクリートの圧縮強
度試験

JIS A llO7
JIS A llO8
土木学会基準
JSCE- F　561-2013

・小規模工種※で１工種当
りの総使用量が50㎥未満の
場合は１工種１回以上の試
験。またはレディーミクス
トコンクリート工場（JIS
マーク表示認証工場）の品
質証明書等のみとすること
ができる。
1工種当たりの総使用量が
50m3以上の場合は、50m3ご
とに1回の試験を行う。
※小規模工種については、
ミキサの練混ぜ性能試験の
項目を参照。

必

須

コンクリートの圧縮強
度試験

JIS A llO7
JIS A llO8
土木学会基準
JSCE- F　561-2023

・小規模工種※で１工種当
りの総使用量が50㎥未満の
場合は１工種１回以上の試
験。またはレディーミクス
トコンクリート工場（JIS
マーク表示認証工場）の品
質証明書等のみとすること
ができる。
1工種当たりの総使用量が
50m3以上の場合は、50m3ご
とに1回の試験を行う。
※小規模工種については、
ミキサの練混ぜ性能試験の
項目を参照。

JSCE基準
改定

３本の強度の平均値が材令28
日で設計強度以上とする。

吹付１日につき１回行う。
なお、テストピースは現場に
配置された型枠に工事で使用
するのと同じコンクリート
（モルタル）を吹付け、現場
で28日養生し、直径50mmのコ
アーを切取りキャッビングを
行う。原則として１回に３本
とする。

３本の強度の平均値が材令28
日で設計強度以上とする。

吹付１日につき１回行う。
なお、テストピースは現場に
配置された型枠に工事で使用
するのと同じコンクリート
（モルタル）を吹付け、現場
で28日養生し、直径50mmのコ
アーを切取りキャッビングを
行う。原則として１回に３本
とする。

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
コンクリート内のモルタル量
の偏差率：0.8％以下
コンクリート内の粗骨材量の
偏差率：5％以下
圧縮強度の偏差率：7.5%以下
コンクリート内空気量の偏差
率：10%以下
コンシステンシー（スラン
プ）の偏差率：15%以下

工事開始前及び工事中１回以
上/12か月。

コンクリート中のモルタル単
位容積質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材
量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3cm以下

工事開始前及び工事中１回以
上/12か月。

コンクリートの打設が午前と
午後にまたがる場合は、午前
に１回コンクリート打設前に
行い、その試験結果が塩化物
総量の規制値の１／２以下の
場合は、午後の試験を省略す
ることができる。（１回の測
定回数は３試料とする）試験
の判定は３試料の測定値の平
均値で行う。

原則0.3kg/㎥以下 コンクリートの打設が午前と
午後にまたがる場合は、午前
に１回コンクリート打設前に
行い、その試験結果が塩化物
総量の規制値の１／２以下の
場合は、午後の試験を省略す
ることができる。（１回の測
定回数は３試料とする）試験
の判定は３試料の測定値の平
均値で行う。

19
吹
付
工

施

工

ミキサの練混ぜ性能試
験

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
コンクリート内のモルタル量
の偏差率：0.8％以下
コンクリート内の粗骨材量の
偏差率：5％以下
圧縮強度の偏差率：7.5%以下
コンクリート内空気量の偏差
率：10%以下
コンシステンシー（スラン
プ）の偏差率：15%以下

工事開始前及び工事中１回/年
以上。

19
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付
工
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そ
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他

ミキサの練混ぜ性能試
験

コンクリート中のモルタル単
位容積質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材
量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3cm以下

工事開始前及び工事中１回/年
以上。
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そ
　
の
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19
吹
付
工

施

工

原則0.3kg/㎥以下

・小規模工種※で１工種当
りの総使用量が50m3未満の
場合は１工種１回以上。ま
た、レディーミクストコン
クリート工場（JISマーク表
示認証工場）の品質証明書
等のみとすることができ
る。
※小規模工種とは、以下の
工種を除く工種とする。
（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁
上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ1m以
上）、函渠工、樋門、樋
管、水門、水路（内幅2.0m
以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その
他これらに類する工種及び
特記仕様書で指定された工
種）

6



土木工事品質管理基準　新旧対照表

工種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工種 種別
試験区

分
試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

現行（令和５年12月） 改正（令和６年９月）

改定理由

規　格　値 試験基準 規　格　値 試験基準

砂の有機不純物試験 JIS A llO5 ・濃い場合は、JIS A 1142
「有機不純物を含む細骨材
のモルタル圧縮強度による
試験方法」による。

〇

砂の有機不純物試験 JIS A llO5 ・濃い場合は、JIS A 1142
「有機不純物を含む細骨材
のモルタル圧縮強度による
試験方法」による。

〇

諸基準類
の改定に
伴う

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

寒冷地で凍結のおそれのあ
る地点に適用する。

〇

硫酸ナトリウムによる
骨材の安定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

寒冷地で凍結のおそれのあ
る地点に適用する。

〇

諸基準類
の改定に
伴う

上水道及び上水道以外
の水の場合：
JIS A 5308附属書C

上水道を使用している場合
は試験に換え、上水道を使
用してることを示す資料に
よる確認を行う。

○

上水道及び上水道以外
の水の場合：
JIS A 5308附属書ＪC

上水道を使用している場合
は試験に換え、上水道を使
用してることを示す資料に
よる確認を行う。

○

JIS改定
諸基準の
表記に合
わせる

回収水の場合：
JIS A 5308附属書C

その原水は、上水道水及び
上水道水以外の水の規定に
適合するものとする。

○

回収水の場合：
JIS A 5308附属書ＪC

その原水は、上水道水及び
上水道水以外の水の規定に
適合するものとする。

○

JIS改定
諸基準の
表記に合
わせる

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：
工事開始前、工事中１回／年
以上及び産地が変わった場
合。
砕砂、砕石：
工事開始前、工事中1回／年以
上及び産地が変わった場合。

細骨材：10％以下
粗骨材：12％以下

砂、砂利：
工事開始前、工事中１回以上
／12か月及び産地が変わった
場合。
砕砂、砕石：
工事開始前、工事中1回以上／
12か月上及び産地が変わった
場合。

懸濁物質の量：2g/ℓ以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/ℓ
以下
塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始
発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7
及び28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回／
年以上及び水質が変わった場
合。

懸濁物質の量：2g/ℓ以下
溶解性蒸発残留物の量：1g/ℓ
以下
塩化物イオン量：200㎎/ℓ 以
下
セメントの凝結時間の差：始
発は30分以
内、終結は60分以内
モルタルの圧縮強度比：材齢7
及び28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回以
上／12か月及び水質が変わっ
た場合。

20
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場
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工
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を
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料
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塩化物イオン量：200ppm以下
セメントの凝結時間の差：始
発は30分以内、終結は60分以
内
モルタルの圧縮強度比：材齢7
及び28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回／
年以上及び水質が変わった場
合。
スラッジ水の濃度は１回／日

塩化物イオン量：200㎎/ℓ 以
下
セメントの凝結時間の差：始
発は30分以内、終結は60分以
内
モルタルの圧縮強度比：材齢7
及び28日で90％以上

工事開始前及び工事中１回以
上／12か月及び水質が変わっ
た場合。
スラッジ水の濃度は１回／日

練混ぜ水の水質試験 練混ぜ水の水質試験

標準色より淡いこと。濃い場
合でも圧縮強度比が90％以上
の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回／年
以上及び産地が変わった場
合。

標準色より淡いこと。濃い場
合でも圧縮強度比が90％以上
の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回以上
／12か月及び産地が変わった
場合。

7



土木工事品質管理基準　新旧対照表

工種 種別
試験
区分

試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工種 種別
試験区

分
試験項目 試験方法 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

現行（令和５年12月） 改正（令和６年９月）

改定理由

規　格　値 試験基準 規　格　値 試験基準

バッチミキサの場合：
JIS A ll19
JIS A 8603-1
JIS A 8603-2

○

バッチミキサの場合：
JIS A ll19
JIS A 8603-1
JIS A 8603-2

○

諸基準類
の改定に
伴う
誤植

連続ミキサの場合：
土木学会基準
JSCE-I 502-2013

○

連続ミキサの場合：
土木学会基準
JSCE-I 502-2013

○

諸基準類
の改定に
伴う

必

須

コンクリートの圧縮強
度試験

JIS A 1107
JIS A 1108
土木学会規準 JSCE-F
561-2013

・参考値：18Ｎ／ｍ㎡以上
（材令28日）
・小規模工種※で１工種当
りの総使用量が50㎥未満の
場合は１工種１回以上の試
験。またレディーミクスト
コンクリート工場の品質証
明書等のみとすることがで
きる。
１工種当たりの総使用量が
50㎥以上の場合は、50㎥ご
とに１回の試験を行う。
※小規模工種については、
ミキサの練混ぜ性能試験の
項目を参照

必

須

コンクリートの圧縮強
度試験

JIS A 1107
JIS A 1108
土木学会規準 JSCE-F
561-2023

・参考値：18Ｎ／ｍ㎡以上
（材令28日）
・小規模工種※で１工種当
りの総使用量が50㎥未満の
場合は１工種１回以上の試
験。またレディーミクスト
コンクリート工場の品質証
明書等のみとすることがで
きる。
１工種当たりの総使用量が
50㎥以上の場合は、50㎥ご
とに１回の試験を行う。
※小規模工種については、
ミキサの練混ぜ性能試験の
項目を参照

JSCE基準
改定

そ

の

他

塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」

・小規模工種※で１工種当
りの総使用量が50㎥未満の
場合は１工種１回以上。ま
た、レディーミクストコン
クリート工場（JIS表示認証
工場）の品質証明書等のみ
とすることができる。
1工種当たりの総使用量が
50m3以上の場合は、50m3ご
とに1回の試験を行う。
・骨材に海砂を使用する場
合は、「海砂の塩化物イオ
ン含有率試験方法」（JSCE
－C502-2018,503-2018）ま
たは設計図書の規定により
行なう。
※小規模工種については、
コンクリートの圧縮強度試
験の項目を参照

そ

の

他

塩化物総量規制 レディーミクストコン
クリート取扱基準によ
る。

・小規模工種※で１工種当
りの総使用量が50㎥未満の
場合は１工種１回以上。ま
た、レディーミクストコン
クリート工場（JIS表示認証
工場）の品質証明書等のみ
とすることができる。
1工種当たりの総使用量が
50m3以上の場合は、50m3ご
とに1回の試験を行う。
・骨材に海砂を使用する場
合は、「海砂の塩化物イオ
ン含有率試験方法」（JSCE
－C502-2023,503-2023）ま
たは設計図書の規定により
行なう。
※小規模工種については、
コンクリートの圧縮強度試
験の項目を参照

JSCE基準
諸基準の
表記に合
わせる

原則0.3kg/㎥以下 コンクリートの打設が午前と
午後にまたがる場合は、午前
に１回コンクリート打設前に
行い、その試験結果が塩化物
総量の規制値の１／２以下の
場合は、午後の試験を省略す
ることができる。（１試験の
測定回数は３回）試験の判定
は３回の測定値の平均値。

原則0.3kg/㎥以下 コンクリートの打設が午前と
午後にまたがる場合は、午前
に１回コンクリート打設前に
行い、その試験結果が塩化物
総量の規制値の１／２以下の
場合は、午後の試験を省略す
ることができる。（１試験の
測定回数は３回）試験の判定
は３回の測定値の平均値。
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施

工

１回６本吹付１日につき１回
行う。
なお、テストピースは現場に
配置された型枠に工事で使用
するのと同じコンクリート
（モルタル）を吹付け、現場
で７日間および28日間放置
後、φ５㎝のコアーを切り取
りキャッピングを行う。１回
に６本（σ₇…３本、σ₂₈…３
本）とする。

設計図書による。 １回６本吹付１日につき１回
行う。
なお、テストピースは現場に
配置された型枠に工事で使用
するのと同じコンクリート
（モルタル）を吹付け、現場
で７日間および28日間放置
後、φ５㎝のコアーを切り取
りキャッピングを行う。１回
に６本（σ₇…３本、σ₂₈…３
本）とする。

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート内のモルタル
量の偏差率：0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量
の偏差率：5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以
下
　コンクリート内空気量の偏
差率：10％以下
　コンシステンシー（スラン
プ）の偏差率：15％以下
公称容量の１／２の場合：
　コンクリート中のモルタル
単位容積質量差：0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨
材量の差：5％以下

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート内のモルタル
量の偏差率：0.8％以下
　コンクリート内の粗骨材量
の偏差率：5％以下
　圧縮強度の偏差率：7.5％以
下
　コンクリート内空気量の偏
差率：10％以下
　コンシステンシー（スラン
プ）の偏差率：15％以下

コンクリート中のモルタル単
位容積質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材
量の差：
5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差:1％以下
スランプ差：3cm以下

コンクリート中のモルタル単
位容積質量差：0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材
量の差：
5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差:1％以下
スランプ差：3cm以下

設計図書による。

20
現
場
吹
付
法
枠
工

施

工

・小規模工種※で1工種当り
の総使用量が50m3未満の場
合は１工種１回以上の試
験。またはレディーミクス
トコンクリート工場（JIS
マーク表示認証工場）の品
質証明書等のみとすること
ができる。
※小規模工種とは、以下の
工種を除く工種とする。
（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁
上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ1m以
上）、函渠工、樋門、樋
管、水門、水路（内幅2.0m
以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その
他これらに類する工種及び
特記仕様書で指定された工
種）

工事開始前及び工事中１回/年
以上。

工事開始前及び工事中１回以
上/12か月。
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そ
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他

ミキサの練混ぜ性能試
験

ミキサの練混ぜ性能試
験

・小規模工種※で１工種当
りの総使用量が50m3未満の
場合は１工種１回以上。ま
た、レディーミクストコン
クリート工場（JISマーク表
示認証工場）の品質証明書
等のみとすることができ
る。
※小規模工種とは、以下の
工種を除く工種とする。
（橋台、橋脚、杭類（場所
打杭、井筒基礎等）、橋梁
上部工（桁、床版、高欄
等）、擁壁工（高さ1m以
上）、函渠工、樋門、樋
管、水門、水路（内幅2.0m
以上）、護岸、ダム及び
堰、トンネル、舗装、その
他これらに類する工種及び
特記仕様書で指定された工
種）

8



令和6年度　農林土木工事施工管理基準　新旧対照表

組立て
出来形管
理基準-

29
組立て

出来形管
理基準-

29
誤植

かぶりｔ
設計かぶり±φ

かつ最小かぶり以上

３
無
筋
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト

７
鉄
筋
工

４
組
立
て

平均間隔ｄ

かぶりｔ

±φ

設計かぶり±φ
かつ最小かぶり以上

ｄ=D／（n－1）
Ｄ：n本間の長さ
ｎ：10本程度とする
φ：鉄筋径
工事の規模に応じて、１リフト、
１ロット当たりに対して各面で
1ヶ所以上測定する。最小かぶ
りは、コンクリート標準示方書
（設計編：標準7編2章2.1）参照
ただし、道路橋示方書の適用
を受ける橋については、道路
橋示方書(Ⅲコンクリート橋・コ
ンクリート部材編 5.2)による。
注1）重要構造物かつ主鉄筋に
ついて適用する。
注2）橋梁コンクリート床版桁
（PC橋含む）の鉄筋については
（注1）第3編1-16-2床版工を適
用する
注3）新設のコンクリート構造物
（橋梁上・下部工および重要構
造物である内空断面積25㎡以
上のボックスカルバート（工場
製作のプレキャスト製品は全て
の工種において対象外））の鉄
筋の配筋状況及びかぶりにつ
いては、「非破壊試験によるコ
ンクリート構造物中の配筋状態
及びかぶり測定要領」も併せて
適用する。

ｄ=D／（n－1）
Ｄ：n本間の延長
ｎ：10本程度とする
φ：鉄筋径
工事の規模に応じて、１リフト、
１ロット当たりに対して各面で
1ヶ所以上測定する。最小かぶ
りは、コンクリート標準示方書
（設計編：標準7編2章2.1）参照
ただし、道路橋示方書の適用
を受ける橋については、道路
橋示方書(Ⅲコンクリート橋・コ
ンクリート部材編 5.2)による。

注1）重要構造物かつ主鉄筋に
ついて適用する。

注2）橋梁コンクリート床版桁
（PC橋含む）の鉄筋については
第3編1-16-2床版工を適用す
る

注3）新設のコンクリート構造物
（橋梁上・下部工および重要構
造物である内空断面積25㎡以
上のボックスカルバート（工場
製作のプレキャスト製品は全て
の工種において対象外））の鉄
筋の配筋状況及びかぶりにつ
いては、「非破壊試験によるコ
ンクリート構造物中の配筋状態
及びかぶり測定要領」も併せて
適用する。

測定基準 測定箇所 摘要 編

１
共
通
編

規格値

１
共
通
編

章 節 条

３
無
筋
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト

７
鉄
筋
工

４
組
立
て

平均間隔ｄ ±φ

現行（令和５年12月） 改正（令和６年９月）

改定理由

出来形管理基準及び規格値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：mm 出来形管理基準及び規格値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：mm

編 章 節 条
枝
番

測定項目 規格値 測定基準 測定箇所 摘要
枝
番

工          種工          種 測定項目

ｎ
=1

0本
程

度ｄ

ｎ=10本程度

ｄ

かぶり

ｎ
=1

0
本

程
度

ｄ

ｎ =10 本

程度

ｄ

コンクリート表

面

9



令和6年度　農林土木工事施工管理基準　新旧対照表

測定基準 測定箇所 摘要 編規格値 章 節 条

現行（令和５年12月） 改正（令和６年９月）

改定理由

出来形管理基準及び規格値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：mm 出来形管理基準及び規格値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：mm

編 章 節 条
枝
番

測定項目 規格値 測定基準 測定箇所 摘要
枝
番

工          種工          種 測定項目

既製杭工
（既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭）
（鋼管杭）
（Ｈ鋼杭）

既製杭工
（既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭）
（鋼管杭）
（Ｈ鋼杭）

1/100以内

根入長

傾斜

全数について杭中心で測定。

Ｄ/4以内かつ

全数について杭中心で測定。

傾斜は、縦断方向（道路線形
方向、橋軸方向等）とそれに直
交する横断方向の2方向で測
定。

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

４
基
礎
工

4 1

基準高　▽ ±50
出来形管
理基準-
38

３
土
木
工
事
共
通
編

基準高　▽ ±50

Ｄ/4以内かつ

根入長

偏心量　ｄ

傾斜

出来形管
理基準-
38

表記統一
のため修
正

設計値以上

100以内

1/100以内

１
一
般
施
工

４
基
礎
工

設計値以上

100以内

偏心量　ｄ

出来形管
理基準-
39

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

４
基
礎
工

6 深礎杭
基準高　▽

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

４
基
礎
工

6 深礎杭
基準高　▽ ±50

全数について杭中心で測定。

※ライナープレートの場合はそ
の内径、補強リングを必要とす
る場合は補強リングの内径と
し、モルタルライニングの場合
はモルタル等の土留め構造の
内径にて測定

全数について杭中心で測定。

傾斜は、縦断方向（道路線形
方向、橋軸方向等）とそれに直
交する横断方向の2方向で測
定。

※ライナープレートの場合はそ
の内径、補強リングを必要とす
る場合は補強リングの内径と
し、モルタルライニングの場合
はモルタル等の土留め構造の
内径にて測定

出来形管
理基準-
39

表記統一
のため修
正

根入長 設計値以上 根入長 設計値以上

偏心量　ｄ 偏心量　ｄ 150以内150以内

傾斜 1/50以内 傾斜 1/50以内

杭径Ｄ
設計径（公称径）

以上※
杭径Ｄ

設計径（公称径）
以上※

±50

出来形管
理基準-
38

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

４
基
礎
工

5 場所打杭工
基準高　▽

３
土
木
工
事
共
通
編

１
一
般
施
工

４
基
礎
工

5 場所打杭工
基準高　▽ ±50

全数について杭中心で測定。

±50

全数について杭中心で測定。

傾斜は、縦断方向（道路線形
方向、橋軸方向等）とそれに直
交する横断方向の2方向で測
定。

出来形管
理基準-
38

表記統一
のため修
正

根入長 設計値以上 根入長 設計値以上

偏心量　ｄ 100以内 偏心量　ｄ 100以内

傾斜 1/100以内 傾斜 1/100以内

杭径Ｄ
設計径（公称径）

-30以上
杭径Ｄ

設計径（公称径）
-30以上

d= ｘ2＋ｙ2

D
根
入
長

d= ｘ2＋ｙ2

D
根
入
長

d= ｘ2＋ｙ2

D
根
入
長

d= ｘ2＋ｙ2

D
根
入
長

d= ｘ2＋ｙ2

D
根
入
長

d= ｘ2＋ｙ2

D
根
入
長
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令和6年度　農林土木工事施工管理基準　新旧対照表

測定基準 測定箇所 摘要 編規格値 章 節 条

現行（令和５年12月） 改正（令和６年９月）

改定理由

出来形管理基準及び規格値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：mm 出来形管理基準及び規格値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：mm

編 章 節 条
枝
番

測定項目 規格値 測定基準 測定箇所 摘要
枝
番

工          種工          種 測定項目

±20

1径間当たり3ヶ所（両端及び中
央）測定。
1箇所の測定は、橋軸方向の
鉄筋は全数、橋軸直角方向の
鉄筋は加工形状毎に2mの範
囲を測定

上記鉄筋の有効高さが
マイナスの場合

±10
上記鉄筋の有効高さが

マイナスの場合
±10

±20

基準高は、1径間当たり2ヶ所
（支点付近）で、1箇所当た り
両端と中央部の3点、幅は1径
間当たり3個所、厚さは型枠設
置時におおむね10㎡に1ヶ所
測定。
（床版の厚さは、型枠検査を
もって代える。）

２
一
般
施
工

16

床
版
工

2 床版工
基準高▽

鉄筋間隔

出来形管
理基準-
72

図形の追
加

幅　W 0～+30 幅　W 0～+30

厚さ　ｔ －10～＋20 厚さ　ｔ －10～＋20

鉄筋のかぶり 設計値以上
1径間当たり3断面（両端及び
中央）測定。
1断面の測定箇所は断面変化
毎1ヶ所とする。

鉄筋のかぶり 設計値以上

1径間当たり3断面（両端及び
中央）測定。
1断面の測定箇所は断面変化
毎1ヶ所とする。

鉄筋の有効高さ ±10 鉄筋の有効高さ ±10

鉄筋間隔

出来形管
理基準-
72

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

２

一

般

施

工

1
6
床
版
工

2 床版工
基準高▽ ±20

基準高は、1径間当たり2ヶ所
（支点付近）で、1箇所当た り
両端と中央部の3点、幅は1径
間当たり3個所、厚さは型枠設
置時におおむね10㎡に1ヶ所
測定。
（床版の厚さは、型枠検査を
もって代える。）

±20
1径間当たり3ヶ所（両端及び中
央）測定。
1箇所の測定は、橋軸方向の
鉄筋は全数、橋軸直角方向の
鉄筋は加工形状毎に2mの範
囲を測定

路床安定処理工

出来形管
理基準-
73

出来形管
理基準-53

誤植
基準高▽ ±50 基準高▽ ±50

施工厚さｔ -50 施工厚さｔ -50

幅W -100 幅W -100

延長L

施工延長40ｍ毎に１ヶ所の割
で測定。
基準高は。道路中心線及び端
部で測定。
厚さは中心線及び端部で測
定。

出来形管
理基準-53

３

土

木

工

事

共

通

編

１

一

般

施

工

7
地
盤
改
良
工

2

延長L

３

土

木

工

事

共

通

編

１

一

般

施

工

7
地
盤
改
良
工

2 路床安定処理工

-200

±50

施工延長40ｍ毎に１ヶ所の割
で測定。
基準高は。道路中心線及び端
部で測定。
厚さは中心線及び端部で測
定。

3 置換工
基準高▽

３

土

木

工

事

共

通

編

１

一

般

施

工

7
地
盤
改
良
工

3 置換工
基準高▽ ±50

施工延長40ｍ毎に１ヶ所の割
で測定。
基準高は。道路中心線及び端
部で測定。
厚さは中心線及び端部で測
定。

施工延長40ｍ毎に１ヶ所の割
で測定。
基準高は。道路中心線及び端
部で測定。
厚さは中心線及び端部で測
定。

-200

出来形管
理基準-
53

誤植

施工厚さｔ -50 施工厚さｔ -50

幅　W -100 幅　W -100

延長L -200 延長L -200

出来形管
理基準-
53

３

土

木

工

事

共

通

編

１

一

般

施

工

7
地
盤
改
良
工

基盤造成
表土整地 基準高　Ｖ ±150

10a当り３点以上（標高測
定）
均平度は１筆の田面高低差
で測定

1.基準高は、基盤面の高さ
とする。
2.均平度は、基盤整地後と
表土埋戻後に測定する。

4
農
地
編

１
ほ
場
整
備
工

3
整
地
工

1 3 基盤造成
表土整地 基準高　Ｖ ±150

10a当り３点以上（標高測
定）
均平度は１筆の田面高低差
で測定

1.基準高は、基盤面の高さ
とする。
2.均平度は、表土埋戻後に
測定する。

出来形管
理基準-
73

基準の改
定に伴う
修正

均平度　◇ ± 50 均平度　◇ ± 50

4
農
地
編

１
ほ
場
整
備
工

3
整
地
工

1 3

CL

CL
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令和6年度　農林土木工事施工管理基準　新旧対照表

測定基準 測定箇所 摘要 編規格値 章 節 条

現行（令和５年12月） 改正（令和６年９月）

改定理由

出来形管理基準及び規格値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：mm 出来形管理基準及び規格値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：mm

編 章 節 条
枝
番

測定項目 規格値 測定基準 測定箇所 摘要
枝
番

工          種工          種 測定項目

基準高は、1径間当たり2ヶ所
（支点付近）で、1箇所当た り
両端と中央部の3点、幅は1径
間当たり3個所、厚さは型枠設
置時におおむね10㎡に1ヶ所
測定。
（床版の厚さは、型枠検査を
もって代える。）

1径間当たり3断面（両端及び
中央）測定。
1断面の測定箇所は断面変化
毎1ヶ所とする。

1径間当たり3ヶ所（両端及び中
央）測定。
1箇所の測定は、橋軸方向の
鉄筋は全数、橋軸直角方向の
鉄筋は加工形状毎に2mの範
囲を測定

高
さ
H

H＜3ｍ －50
高
さ
H

H＜3ｍ －50

H≧3ｍ －100 H≧3ｍ －100

設計図に表示してある箇所で
測定。

ダブルウォール構造の場合
は、堤高、幅、袖高は+の規格
値は適用しない。

6
±20 基準高▽

厚さ　ｔ －10～＋20 厚さ　ｔ －10～＋20

±20

４
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

16

床
版
工

2 床版工
基準高▽

設計値以上

基準高は、1径間当たり2ヶ所
（支点付近）で、1箇所当た り
両端と中央部の3点、幅は1径
間当たり3個所、厚さは型枠設
置時におおむね10㎡に1ヶ所
測定。
（床版の厚さは、型枠検査を
もって代える。）

1径間当たり3断面（両端及び
中央）測定。
1断面の測定箇所は断面変化
毎1ヶ所とする。

1径間当たり3ヶ所（両端及び中
央）測定。
1箇所の測定は、橋軸方向の
鉄筋は全数、橋軸直角方向の
鉄筋は加工形状毎に2mの範
囲を測定

出来形管
理基準-
72

図形の追
加

幅　W 0～+30 幅　W 0～+30

鉄筋の有効高さ ±10 鉄筋の有効高さ ±10

鉄筋間隔 ±20 鉄筋間隔 ±20

上記鉄筋の有効高さが
マイナスの場合

±10
上記鉄筋の有効高さが

マイナスの場合
±10

鉄筋のかぶり 設計値以上 鉄筋のかぶり

出来形管
理基準-
72

４

土

木

工

事

共

通

編

２

一

般

施

工

1
6
床
版
工

2 床版工
基準高▽ ±20

出来形管
理基準-83

基準の改
定に伴う
修正

長   さ   L 長   さ   L

幅　  w1,w2 ±50 幅　  w1,w2 ±50

下流側倒れΔ 下流側倒れΔ

±100

±0.02H

±100

基準高▽ ±20
鋼製側壁工

±0.02H

出来形管
理基準-83

5
治
山
編

1
渓
間
工

4
鋼
製
治
山
ダ
ム
工

5
治
山
編

1
渓
間
工

4
鋼
製
治
山
ダ
ム
工

6 鋼製側壁工 設計図に表示してある箇所で
測定。
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レデイーミクストコンクリート取扱基準　新旧対照表

誤植

現行（令和5年12月） 改正（令和６年９月） 改定理由

レデイーミクストコンクリート取扱基準 レデイーミクストコンクリート取扱基準
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レデイーミクストコンクリート取扱基準　新旧対照表

誤植
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